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石狩市都市計画マスタープラン
【石狩市】 （令和2年̃令和22年）

石狩市の都市計画に関する基本的な方針となるもの。

石狩市が定める都市計画は、この都市計画マスタープランに即したものでなければならない。

《石狩市都市整備骨格方針》

⽯狩市⽴地適正化計画⽯狩市⽴地適正化計画
持続可能な都市構造を構築し、コンパクトなまちづくりを促進するために策定するもの。（都市計画マスタープランの一部に位置付けられるもの
で、計画期間は⽯狩市都市計画マスタープランと同様。概ね５年毎に⾒直しを検討。）

石狩市総合計画
【石狩市】（平成27年̃令和４年）

地⽅⾃治体における⾏政運営の総合的な指針となる計画

で、将来のまちづくりに関し、目指すべき姿や、その実現のた

めに取り組む施策などを示すもの。

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
【北海道】（令和3年̃令和12年）

将来の都市像を想定した都市の目標、方針、具体的な都

市計画を定めるもの。

北海道が都市計画区域ごとに定めるもので、⽯狩市は札

幌圏５市で構成される札幌圏都市計画区域に位置する。

⽯狩湾新港地域⼟地利⽤計画
【北海道】（全⽤地の利⽤が図られるまで）

石狩湾新港地域開発基本計画などに基づき、札幌圏にお

ける⽣産・流通基地の形成を⽬指し、企業の⽴地誘導を

図るため、北海道が策定するもの。

石狩湾新港地域開発基本計画
【国】（昭和47年策定）

石狩湾新港地域を開発するため、国が策定したもの。
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石狩湾新港地域の都市計画と各種計画との関係性・位置付け

用途地域

特別用途地区

石狩湾新港港湾計画
【港湾管理者】（平成27年̃令和10年代前半）

港湾を開発、利⽤及び保全するにあたっての指針となるもの。

＜改訂予定＞
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当地域の都市計画の方針

●地域の多様なニーズに対応する
ため、特別⽤途地区の⾒直しを
検討

●計画等を踏まえた⼟地利⽤規
制の⾒直し

主な改訂内容

●商業を含む交流機能等の
充実

●カーボンニュートラルへの対応

●再生可能エネルギー100%
による操業を目指すエリア
「ＲＥゾーン」 の整備

当地域の位置付け

●道央圏の⽣産・流通拠点としての機能強化や、情報技術などの
集積を図る＜⾼次機能交流拠点※に位置付け＞

（※産業や観光、⽂化芸術など都市の魅⼒と活⼒の向上を先導する⾼次
な都市機能の集積を目指す拠点）

●⼯業・流通機能と、企業⽴地のインセンティブを⾼める利便施設
などが調和した複合的な⼟地利⽤を図る



【石狩市立地適正化計画（抜粋）】



【石狩市立地適正化計画（抜粋）】



                                            

参考資料１（追加）

立地適正化計画の区域の設定

石狩市の立地適正化計画の方針図

居住誘導区域

都市機能誘導区域

立地適正化計画の

区域

(都市計画区域内)

【石狩市立地適正化計画（抜粋）】

都市機能誘導区域の設定

0 200

m

面積：約14ha



都市計画変更案の概要(特別用途地区の変更)

現 行

変更後

情報技術関連特別業務地区

複合交流機能特別業務地区

機械金属・流通関連特別業務地区

機械金属・流通関連特別業務地区

情報技術関連特別業務地区

複合交流機能特別業務地区

＜特別用途地区とは＞

用途地域に上乗せし、地域特性に応じ建築物の用途などを

地方公共団体において独自に制限する都市計画
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変更後

⇒ 情報技術関連特別業務地区

　主な変更内容：娯楽施設の建築不可

　　・キャバレーなど

　　・劇場、映画館など

　　・マージャン屋など

　　・カラオケボックスなど

病院の建築不可

　第二種特別業務地区

　現行

変更後

⇒ 機械金属・流通関連特別業務地区

　主な変更内容：名称の変更のみ

　第一種特別業務地区

　現行

変更後

⇒ 情報技術関連特別業務地区

　主な変更内容：ホテル、旅館の建築不可

運動施設の建築可

　現行

　第三種特別業務地区

変更後

⇒ 複合交流機能特別業務地区

　主な変更内容：娯楽施設の建築可

　　・劇場、映画館など

　　・運動施設

　　・マージャン屋など

　　・カラオケボックスなど

華道教室、囲碁教室などの建築可

病院の建築可

公衆浴場の建築可

 店舗延べ面積（1,500㎡まで → 上限なし）

ホテル、旅館の建築可

　現行

　第三種特別業務地区

変更後

⇒ 複合交流機能特別業務地区

　主な変更内容：病院の建築可

キャバレーなどの施設の建築不可

　現行

　第四種特別業務地区

札幌圏都市計画特別用途地区（石狩市）変更概要一覧
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石狩湾新港地域における緑地の割合は

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

*工場立地法とは…

工場立地が周辺との環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められた法律です。一定規模以上の工

場又は事業場の敷地利用に関して、緑地等の面積率が定められております。

工場立地法*において定められている緑地の割合の基準は

敷地面積に対する緑地面積の割合 20％以上

× ＝ 30.05%100

【石狩湾新港地域土地利用計画（改訂）（素案）より】

緑地等の面積

908 ha 3,022 ha

全体の面積

／
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緑 地 空 間・交 流 空 間 の 形 成



緑地空間・交流空間のイメージ図

提供：株式会社 Flower Communicationsより

出典：国土交通省ホームページより



　　現段階においては、将来立地する施設の規模は把握できないため、今回の都市計画変更により大規模施設が建築

　　可能となるエリア（赤色点線枠内）において、どの程度の施設規模までであれば周辺の交通に恒常的な混雑が発生

　　しないかを検証。

　　令和３年１２月と令和４年１０月に、周辺交差点において交通量調査（平日･休日）を実施し、現況の交通

　　量に関するデータを収集した後、新たに立地する施設への来場者の交通量を想定し、現況の交通量に上乗せして

　　算出した将来の交通量が、周辺交差点にどのような影響を与えるか解析。

　　赤色点線枠内において、合計８万㎡を超える施設（㋐55,000㎡　㋑3,000㎡　㋒28,000㎡）が立地しても恒

　　常的な混雑は発生しないという結果を得ており、この結果を、都市計画変更を行うにあたっての交通面における判断

　　材料としているところ。

■各交差点における大規模施設立地後の交差点需要率・混雑度の予測

（休日） （休日）

（平日） （平日）

（平日） （平日）

（平日） （休日）

（休日） （休日）

（平日） （平日）

【交差点需要率】

　交差点の信号の処理能力を表すもので、一般的に0.9を超えると渋滞が発生すると言われています。

【混雑度】

　道路の混み具合を表すもので、一般的に1.25までであれば、一時的に道路が混雑する可能性はあるものの、何時間にもわたって

　混雑する可能性は少ないと言われています。

　　　※検証結果は、あくまで本市が想定した施設配置・ルートによるものであり、実際に施設が立地する際の配置に関しましては、個々の事業者に

　　　　 より計画に差異があるものと思われますので、交差点需要率・混雑度につきましても、それぞれの計画により数値は変動するものであり、最終

　　　　 的には、立地する事業者が関係機関と協議した上で総合的な検証がなされることとなります。

交差点 交差点需要率 混雑度（最大値）

交差点１ 0.535 1.234

交差点２ 0.382 0.647

交差点３ 0.342 0.438

交差点６ 0.670 0.766

交差点４ 0.500 1.231

交差点５ 0.586 1.142
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交通解析に関する資料

交差点１

交差点２

交差点３
交差点４

交差点６

交差点５

都市計画変更により大規模集客施設等が建築可能となるエリア（約３０ｈａ）

市役所本庁舎

既存大規模店舗

【道道】小樽・石狩通

【道道】石狩・手稲通

㋐

㋑

㋒
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